
狩

家

苗

の

卒

定

を

め

ぐ

中
圏
西
南
部
の
苗
族
の
居
住
地
、
所
謂
苗
彊
を
如
何
に
統
治
す
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
歴
代
の
王
朝
に
お
い
て
重
要
な
問
題
と
な
っ
‘て

い
た
。
清
朝
は
明
代
の
制
を
承
け
て
、
土
官
・
土
司
を
置
い
て
統
治

せ
し
め
た
。
即
ち
諸
酋
長
を
し
て
知
府
・
知
州
・
知
牒
の
職
を
世
襲

さ
せ
て
、
そ
の
部
族
を
統
率
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
康
照
・

薙
正
年
間
に
、
比
較
的
中
圏
内
地
に
近
い
地
方
に
は
、
改
土
時
流
即

ち
土
官
の
支
配
を
慶
止
し
て
流
官
を
任
命
し
、
州
豚
制
に
よ
っ
て
内

地
同
様
に
支
配
す
尚
方
式
を
採
用
寸
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
方
策

は
苗
族
の
内
地
化
の
進
展
と
中
園
の
領
域
の
績
大
を
も
た
ら
し
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
そ
の
以
前
か
ら
も
存
在
し
て
い
た
中
園
人
と
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首
族
ど
の
摩
擦
を
強
め
る
こ
と
に
も
な
り
、
や
が
て
は
薙
正
か
ら
乾

つ

て

狩

野

頑

直

陸
へ
か
け
て
の
大
叛
観
を
招
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。
さ
て
薙
正
時
代

に
、
こ
の
改
土
婦
流
政
策
を
推
し
進
め
る
の
に
主
動
的
な
立
場
に
あ

っ
た
の
は
郭
爾
泰
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
郡
爾
泰
が
江
南

江
蘇
布
政
使
か
ら
苗
彊
の
地
に
任
命
さ
れ
る
動
機
と
な
っ
た
薙
正
初
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期
の
貴
州
狩
家
苗
の
卒
定
l
1
l
こ
れ
は
薙
正
帝
に
と
っ
て
も
、

「
』
」

れ
除
御
極
以
来
、
第
一
次
の
兇
苗
を
卒
定
す
る
こ
と
」
(
世
宗
貫
録
巻

二
年
十
一
月
十
七
日
)
で
あ
っ
た
が
1
l
l
叶
こ
の
事
件
を
取
り
上

げ
て
、
そ
の
経
緯
及
び
苗
族
と
漢
族
と
の
関
係
な
ど
を
一
瞥
し
た
い
。

十苗
族
は
貴
州
省
!に
多
数
居
住
す
る
が
、
一
口
に
商
族
と
い
っ
て
も

そ
の
種
類
は
何
十
種
を
数
え
る
。
そ
の
一
に
狩
家
苗
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
あ
り
、
こ
の
種
族
は
銅
鼓
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
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る
。
清
の
田
霊
の

『
新
書
』
を
見
る
と
、
康
照
頃
の
様
子
を
記
す
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
狩
家
苗
に
三
つ
の
種
類
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
即
ち
巻
一

「
苗
質
種
類
部
落
」
の
僚
に
、

「何
を
か
砧
作
家
じ
い
う
。
五
代
の
時
楚
王
馬
般
、
之
を
邑
管
よ
り

遷
し
来
る
。
そ
の
種
に
三
あ
り
。

一
は
宋
尤

一
は
補
龍
と
い
い
、

一
は
青
狩
と
い
う
。
貴
陽

・
定
番
・

贋
順
は
皆
青
狩
に

し
て
、
安
順
・
銀
寧
・
頂
俸
は
即
ち
補
龍
・
よ

h

・
尤
な
り
。
」

:
、
、
、

J
し
し

と
あ
っ
て
、

五
代
の
楚
に
よ
っ
て
邑
州
方
面
か
ら
遷
徒
さ
れ
た
も
の

そ
の
三
種
類
と
そ
の
住
地
を
翠
げ
て

い
る
。
狩
家
が
貴
州
土
着
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
鳥
居
龍
誠
氏
ド
も
、

の
後
爾
で
あ
る
こ
と
を
記
し
、

「
彼
等
(
狩
家
)

の
口
碑
に
俸
は
る
所
及
び
、
其
の
他
の
事
貨
に

就
い
て
調
査
す
る
所
に
依
る
と
、
彼
等
の
本
燦
地
は
元
と
貴
州
省

で
は
な
く
し
て
、
往
古
は
鹿
西
省
に
居
っ
た
の
で
あ
る
が
、
何
時

の
時
代
に
か
貴
州
省
の
方
へ
移
っ
て
来
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
」

(
人
類
皐
上
よ
り
見
た
る
西
南
支
那

一
二
五
頁
)

と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
文
、

そ
の
言
語
も
多
少
異
っ
た
駐
が
あ
っ
た

ょ
う
で
、
同
じ
く
鳥
居
氏
の
『
苗
族
調
査
報
告
』
第
五
章

「商
族
の

「
仲
家
主
阻
」
に

「
狩
家
の
言
語
は
苗
族
と
少
し
く
異
る
所
あ
り
、

言
語
」
B

ざ
れ
ば
侵
令
こ

れ
を
苗
族
の
中
に
入
る
る
と
も
、

言
語
上
柳
か
一
小
別
涯
に
置
く

を
可
と
す
。
:
:
:
:
:
:
貴
州
省
に
て
仲
家
の
本
場
と
も
裕
す
べ
き

安
順
の

『府
志
』
に
も
亦
斯
く
記
せ
り
、
日
く
:
j
i
-
-
:
惟
是
斡

八
十
二
種
、
微
特
仲
語
輿
苗
語
不
問
、
即
仲
語
亦
有
輿

中
苗
民
、

仲
語
不
同
云
云
」

と
述
べ
、
更
に
氏
が
貴
州
省
定
番
・
毛
口
、
雲
南
省
調
勅
附
近
に
て

採
集
さ
れ
た
狩
家
語
を
列
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
仲
語
と
見

え
る
が
、
檀
悲
の

『
説
副
賞
』
に

「
狩
は
も
と
仲
に
作
る
」
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と
見
え
る
如
く
、
狩
・
仲
雨
字
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
三
種
族
の
住
地
に
つ
い
て
は
、
猶
異
設
が
な
い
で
も
な
い
。

京
都
大
皐
東
洋
史
研
究
室
所
蔵
の
『
苗
圃
』
を
見
る
と
、
こ
れ
は
四

十
一
種
の
苗
族
に
つ
い
て
、
右
頁
に
圃
を
重
き
、
左
頁
に
そ
の
読
明

を
附
す
形
式
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
狩
家
苗
に
つ
い
て
三
園

を
描
い
て
い
る
。
こ
の
蓄
は
撰
者
も
不
明
で
、
何
時
の
時
代
に
成
つ

た
も
の
か
よ
く
分
ら
な
い
が
、

ほ
ぽ
薙
正
・
乾
隆
の
頃
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
(
内
藤
虎
次
郎

清
朝
史
通
論
)
。

な
お
文
中
に
年
代
を

示
す
も
の
と
し
て
は
「
薙
正
十
年
助
撫
」
(
三
十
九
闘
九
股
苗
)
「
薙

正
十
三
年
助
撫
の
後
」
(
十
七
圃
黒
苗
)
と
い
う
語
句
が
見
え
る
。



さ
て
『
苗
圃
』
の
第
六
圃
は
よ
ト
寵
品
作
家
で

「
来
龍
狩
家
は
貴
陽
・
安
順
・
南
寵
・
卒
越
・
都
勾
の
諸
府
に
あ

り
。
衣
は
青
を
ぬ
問
ぶ
。
」

第
七
固
に
は
補
寵
仲
家
を
翠
げ

「
補
龍
狩
家
、
貴
陽
の
定
番
・
慶
順
二
州
及
び
南
龍
・
安
順
の
二

府
皆
こ
れ
あ
り
。
」

第
八
固
に
は
青
狩
家
に
つ
い
て

「
青
狩
家
、
古
州
・
清
江
・
丹
江
等
の
慮
に
あ
り
。
」

と
見
え
『
斡
書
』
に
よ
h

尤
と
あ
っ
た
も
の
が
よ
ト
寵
と
な
っ
て
い
る
外
、

そ
の
住
地
も
少
し
く
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
斡
書
』
に
は
つ
づ
い
て
「
苗
俗
」
の
僚
が
あ
る
が
、
そ
の

砧
作
家
の
項
に
は

「
狩
家
は
貴
陽
・
都
勾
・
鎮
寧
・
並
目
安
に
お
り
、
男
女
と
も
頭
巾

を
被
り
、
棲
居
を
好
み
、
姓
字
あ
り
、
衣
は
青
色
を
倫
ぶ

0

・

-
:
猛
毒
を
塗
っ
た
矢
を
使
用
し
、
わ
ず
か
の
讐
で
も
必
ず
報
復
し
、

そ
の
地
は
盗
人
の
出
来
窟
と
な
り
、
討
伐
の
軍
を
出
す
と
散
解
す
る

が
、
兵
が
去
る
と
文
集
り
:
・
-
j
i
-
-
斡
の
患
は
狩
家
よ
り
大
な
る

も
の
は
な
い
。
」
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と
記
す
。
ま
ず
狩
家
の
姓
に
つ
い
て
は
『
貴
州
通
士
宮
巻
七
苗
蜜
に

「
黄
・
羅
・
班
・
莫
・
柳
・
文
・
龍
等
の
姓
有
り
。
」

と
見
え
る
。

つ
ぎ
に
そ
の
猛
毒
を
塗
っ
た
矢
は
屡
主
討
伐
に
赴
い
た

兵
を
苦
し
め
た
よ
う
で
あ
る
。
潅
正
二
年
、
狩
苗
卒
定
に
従
事
し
た

雲
貴
組
督
高
其
俸
は
、
二
年
十
二
月
二
十
二
日
の
摺
奏
で

「
諸
苗
の
中
で
狩
苗
の
毒
が
最
も
強
い
。
わ
ず
か
に
皮
や
肉
を
破

っ
た
だ
け
で
、
甚
だ
し
く
傷
を
受
け
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
に
、

毒
が
少
し
で
も
附
け
ば
も
う
救
い
よ
う
が
な
い
。
そ
の
棄
に
は
草

製
と
蛇
製
が
あ
る
。
た
だ
草
汁
や
蛇
汁
だ
け
の
場
合
は
効
き
目
が

強
く
な
く
、
潰
欄
が
生
ず
る
に
止
る
が
、

‘そ
れ
に
撒
と
い
う
名
の
一

蟹
繋
が
合
さ
れ
る
と
、
毒
は
韓
中
を
廻
り
施
し
ょ
う
が
な
く
な
る
。
柄
引

こ
の
撤
と
い
う
の
は
泰
樹
の
汁
が
石
上
に
凝
結
し
た
も
の
で
、
康

西
の
酒
城
土
府
に
産
す
る
。
こ
の
泰
輔
衆
は
贋
西
の
蟹
人
が
暗
主
裡

に
苗
地
に
買
り
誌
み
、
そ
の
債
は
高
く
苗
人
は
賓
と
し
て
い
る
。
」

と
述
べ
、
ま
た
貝
青
喬
の
『
苗
俗
記
』
に
も
、

「
諸
狩
家
:
:
j
i
-
-
治
輔
衆
の
術
甚
だ
密
な
り
。
必
ず
号
西
産
す
る

き
き
め
あ
る

所
の
毒
、
動
と
名
。
つ
ぐ
る
者
を
得
て
、
合
入
し
て
始
め
て
霊
な

h
y
。」

と
あ
る
。
そ
の
毒
の
猛
烈
な
る
こ
と
と
と
も
に
、
入
手
径
路
を
通
し

て
、
苗
族
聞
の
連
絡
の
密
な
る
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
な
お
こ
こ
に
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見
え
る
畑
城
の
土
官
は
辱
氏
が
世
襲
し
て
い
た
が
、
山
今
氏
は
相
蛍
強

大
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
。

そ
こ
で
朝
廷
で
は
こ
れ
に
射
し
、
苗
族
討
伐
の
兵
に
解
毒
薬
を
賜

興
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
馬
曾
伯
の
四
年
七
月
十
五
日
の
摺
に
は

「
御
賜
の
解
毒
繋
一
瓶

・
繋
方
一
紙
を
官
兵
に
頒
っ
た
所
、
各
官

兵
は
、
苗
人
の
湾
箭
の
議
は
い
ま
ま
で
解
毒
の
輔
衆
が
な
か
っ
た
の

に
、
一
神
繋
を
下
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
有
難
く
、

い
く
さ
の
聞
に

」
れ
を
橋
帯
す
れ
ば
、
博
む
あ
り
て
恐
れ
な
し
と
申
し
て
お
り
ま

す
。

」

と
あ
る
。

つ
い
で

『
斡
書
』
の
記
事
は
、
狩
苗
が
盗
薮
と
な
り
、
兵
来
れ
ば

散
じ
去
れ
ば
集
り
、
諸
苗
中
で
も
最
も
兇
悪
な
こ
と
を
言
う
が
、
狩

苗
は
明
代
か
ら
屡
主
叛
飽
を
起
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
清

朝
に
入
っ
て
も
、

『貴
州
通
士
ど
に
よ
る
と
、

「
(
康
照
)
八
年
十
一
月
、
定
番
商
阿
戎
等
飽
す
。
零
い
で
討
ち

て
こ
れ
を
卒
ぐ
。
」
(
巻
二
十
四

師
放
)

「九
年
二
月

鎮
速
府
胃
腸
那
謄
等
三
十
六
漢
の
逆
商
降
る
。
」

(径
二
十
四

師
旗
)

「
十
二
年
二
月

贋
順
箇
餐
(
蜜
か
?
)
吏
目
蒋
土
瑛
を
殺
す
。
」

(
巻
二
十
四

師
抜
)

等
と
見
え
る
。
か
く
て
薙
正
年
間
に
入
り
、
二
年
及
び
四
年
の
二
回

に
渡
る
討
伐
を
受
く
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

姦
正
二
年
よ
り
四
年
に
か
け
て
の
狩
苗
卒
定
の
経
緯
及
び
そ
の
後

の
施
政
を
、
高
其
俸
・
毛
文
絵
・
郭
爾
泰
・
馬
禽
伯
・
越
坤

・
何
世

瑳
・
孔
銃
均
等
の
摺
奏
並
に
薙
正
賞
録
・
貴
州
通
志
な
ど
に
よ
っ
て

記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
狩
苗
は
苗
族
中
で
も
最
も
兇
悪
な
部
族

と
さ
れ
、
康
照
末
よ
り
十
数
年
間
不
法
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
も
こ

れ
に
は
漢
姦
と
呼
ば
れ
る
悪
徳
漢
人
|
|
主
に
亡
命
者
や
商
人
と
思

わ
れ
る
が
ー
ー
が
入
り
込
ん
で
教
唆
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

JII 
飯

(
四
川
商
人
)
の
李
奇
な
る
も
の
も
そ
の

一
人
で
、
彼
は
康
照
末
よ
り

十
二
年
も
の
問
、
狩
苗
の
地
に
潜
住
し
て
い
た
。
首
時
そ
の
頭
目
は

阿
近
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
旋
門
力
人
に
優
れ
て
い
る
弟
阿
臥
と
、

苗
民
を
結
集
し
散
幹
な
る
山
案
に
立
て
寵
り
、
自
ら
苗
王
と
稽
し
て

い
た
。
散
幹
は
山
深
筈
密
の
地
で
、
線
唐
・
西
猛
よ
り
進
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
が
、
そ
の
道
は
密
林
中
の
小
笹
で
、
二
人
並
ん
で
遜
る
こ
と
も
で



き
ず
、
伏
兵
が
何
慮
か
ら
現
れ
ぬ
と
む
分
ら
ぬ
険
要
の
地
で
あ
っ
た
。

‘
薙
正
二
年
四
月
、
定
庚
協
副
牌
の
陳
元
動
は
、
把
総
の
周
正
及
び

兵
丁
二
百
名
を
帯
し
て
討
伐
の
軍
を
出
し
、
阿
鉦
・
阿
由
の
二
名
を

捕
え
た
が
、
多
く
の
兵
丁
を
死
傷
さ
せ
事
は
失
敗
に
移
り
、
陳
元
勅

は
題
参
を
被
っ
た
。
し
か
し
、
定
康
と
雲
南
の
聞
は
遠
く
、
そ
の
手

績
文
書
の
往
復
に
手
間
取
っ
て
い
る
聞
に
陳
元
動
は
名
春
挽
回
を
圃

八
月
、
上
司
に
報
告
も
せ
ず
、
侠
倖
を
願
っ
て
阿
近
を
捕

っ
て
か
、

え
ん
と
出
兵
し
た
。
し
か
し
忽
ち
に
し
て
阿
近
の
攻
撃
を
被
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
九
月
、
雲
貴
線
督
高
其
俸
は
、
貴
州
巡
撫
毛
文
詮

-
貴
州
提
督
越
坤
ら
と
禽
議
し
、
遊
撃
卜
高
年
等
、
官
三
十
一
員
、

兵
二
千
四
百
名
を
出
し
て
攻
撃
せ
し
め
た
。
そ
の
問
、
官
兵
が
谷
蘭

(
令
)
地
方
に
お
い
て
軍
規
弛
緩
し
た
た
め
、
民
物
を
強
貰
し
、
喧

聞
罷
市
b
、
絡
に
は
火
を
失
し
て
熟
+
聞
の
五
察
を
焼
い
て
、
騒
蹴
を

増
す
等
の
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
還
に
高
其
俸
の
策
が
奏
功
し
て
、
十

月
七
日
阿
臥
・
間
近
の
妻
子
・
阿
柴
・
阿
保
・
阿
王
・
阿
戎
・
阿
雄

ら
を
捕
え
、
更
に
九
月
十
四
日
大
警
に
逃
げ
込
ん
だ
阿
近
を
捕
え
て

成
功
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
高
其
俸
の
策
と
は
、
附
近
の
苗

案
に
、
目
指
す
所
は
阿
近
と
其
の

一
類
で
あ
る
か
ら
、
阿
近
に
従
わ
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ぬ
も
の
は
害
を
輿
え
な
い
。
阿
近
と
共
に
事
を
起
?
も
の
は
鋤
除
を

行
う
と
い
う
掲
示
を
出
し
て
、
阿
近
を
孤
立
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。

高
其
俸
は
狩
苗
卒
定
の
後
、
六
ケ
僚
を
上
奏
し
、
薬
正
三
年
四
月
十

一
一
日
兵
部
の
議
覆
を
鰹
て
施
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は

一
、
西
猛
地
方
に
千
線
一
員
w

丘
二
百
名
を
駐
割
せ
し
め
る
。
定

贋
よ
り
康
西
澗
竣
に
通
ず
る
育
藤
、
断
杉
樹
二
慮
に
は
塘
、河
を

(
こ
れ
は
贋
西
澗
城
よ
り
の
毒
襲

設
け
て
行
人
を
護
衛
す
る
。

の
侵
入
を
防
ぐ
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
)

一J

康
順
州
所
属
の
長
案
・
者
貢
・
問
答
・
焦
山
、
安
順
府
所
属

の
十
三
枝
、
並
日
定
勝
所
属
の
五
枝
・
百
老
虎
等
に
官
兵
を
駐
割

さ
す
。

- 89ー

一
、
川
楚
の
姦
根
が
頑
苗
と
相
連
絡
し
て
人
身
買
買
を
行
う
の
を

禁
止
す
る
。

(
こ
こ
に
川
楚
の
姦
視
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
川
販

を
指
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と
疑
い
も
な
い
。
さ
れ
ば
川
販
を
川

楚
の
姦
視
と
、
酬
明
か
ぼ
や
か
し
た
言
葉
で
言
い
か
え
た
態
度
に

劃
し
、
薙
正
帝
は
す
で
に
三
年
一
月
五
日
次
の
よ
う
に
上
識
を

降
し
て
い
る
。

「
議
九
卿
倉
事
科
道
等
雲
貴
穂
督
高
其
俸
篠
奏

動
向
省
事
宜
本
内
細
掠
販
貰
一
歎
輿
毛
文
経
密
摺
所
奏
川
厩
之
事

詞
語
寛
不
相
同
是
高
其
俸
欲
持
川
飯
字
様
隠
避
但
以
境
連
川
楚

一
句
含
糊
帯
遇
此
特
畏
曜
年
襲
尭
之
所
致
也
候
君
臨
天
下
毎
事
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出
於
大
公
至
正
量
有
重
視
川
侠
而
軽
視
雲
阜
県
厚
待
年
襲
発
而
薄

待
一
局
其
俸
之
理
:
:
」
)

一、

首
民
相
互
の
儲
殺
・
指
劫

・
取
贈
の
習
慣
を
取
締
る
。

一
、
土
司
が
有
糧
の
回
を
ば
無
糧
の
土
と
な
し
て
紳
衿
商
民
に
買

輿
し
、
税
金
を
納
め
る
場
合
に
苗
戸
に
汲
累
す
る
事
を
総
指
向す
る
。

一
、
兵
米
の
備
蓄
は
三
年
分
と
し
、
そ
の
品
開
は
端
境
期
に
減
債
卒

躍
を
行
っ
て
民
食
を
す
く
う
。

の
六
ケ
僚
で
あ
る
。
斯
く
て
一
旦
治
っ
た
か
に
見
え
た
狩
苗
だ
が
、

早
く
も
薙
正
二
年
の
末
に
騒
飢
を
起
し
た
。
即
ち
、
十
二
月
十
二
日

狩
苗
は
安
順
府
普
定
鯨
唐
三
案
を
襲
い
、
家
を
焼
き
耕
牛
四
頭
を
奪

い
、
男
女
四
名
を
殺
し
、
三
名
を
負
傷
さ
せ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
詳

し
く
調
査
す
る
と
、
長
案
・
者
貢
等
の
苗
で
あ
っ
て
、
阿
近
の
徐
黛

ら
し
い
こ
と
が
分
っ
た
。
か
く
て
守
備
郎
元
度
は
弁
兵
二
百
四
十
員

を
帯
し
て
出
撃
し
、
三
年
一
月
二
十
二
?
九
日
に
か
け
て
、
李
航
・

阿
梅
・
阿
賀
・
阿
任
ら
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
長
案

-
者
貢
等
の
狩
苗
は
や
が
て
先
の
六
俊
中
の
第
二
僚
の
官
兵
駐
割
に

反
劃
し
て
、
四
年
再
び
反
見
を
惹
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に

翠
げ
た
川
販
李
奇
ら
の
指
圃
に
よ
る
所
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
李
奇

は
長
案
等
に
管
房
が
建
設
さ
れ
て
は
、
商
買
を
行
う
に
不
便
な
こ
と

を
思
い
、
同
じ
く
川
販
揚
世
臣
ら
と
共
謀
し
、
苗
族
を
煽
動
し
て
管

房
建
設
を
阻
止
す
る
運
動
を
起
し
た
。
彼
等
は
石
で
も
っ
て
路
を
塞

い
で
、
官
兵
が
苗
地
に
進
入
し
て
替
を
建
て
る
こ
と
を
妨
げ
、
宣
撫

に
赴
い
た
把
線
を
捕
え
て
鞭
打
ち
、
裸
に
し
て
、
追
放
し
、
或
い
は
替

房
を
建
て
る
は
し
か
ら
そ
れ
を
焼
き
放
つ
な
ど
の
不
法
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
に
射
し
清
朝
側
で
は
、
苗
族
討
つ
べ
し
と
い
う
一
波
と
飽
く
ま

で
も
徳
を
以
て
化
す
べ
し
と
す
る
一
涯
と
が
存
し
て
い
た
。
威
寧
銀

臣
石
雄
暗
・
提
督
馬
舎
伯
ら
は
前
者
で
あ
り
、
巡
撫
何
世
瑳
・
丁
世

傑
ら
は
後
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
郡
繭
泰
が
雲
南
巡
撫
管

「
兵
を
用
う
る
が
よ
ろ
し
か
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雲
貴
総
督
事
と
な
っ
て
赴
任
す
る
や
、

ら
ん
」
と
上
奏
し
た
の
で
、
こ
こ
に
討
伐
の
軍
が
進
め
ら
れ
る
に
至

っ
た
。
三
月
二
十
日
撫
標
遊
撃
越
文
英
か
ら
、
苗
民
は
暁
識
に
臆
ぜ

ず
攻
撃
準
備
を
整
え
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
り
、
四
月
十
六
日
出
兵

の
議
を
上
奏
し
、
都
爾
泰
・
何
世
珪
・
石
躍
恰
等
は
官
兵
を
裂
し
て

卒
定
に
向
う
こ
と
と
な
っ
た
。

所
が
出
兵
の
期
を
待
つ
中
に
、
五
月
六
日
焦
山
・
長
案
等
の
苗
民

が
攻
め
来
っ
た
。
こ
の
小
競
り
合
い
で
清
朝
は
襲
箭
十
徐
枝
を
拾
得

し
、
頑
苗
三
名
、
輔
衆
箭
一
簡
を
奪
獲
し
た
が
、
こ
こ
に
直
に
攻
躍
に
轄

ず
る
こ
と
と
し
、
宗
角
を
本
告
と
し
、
谷
隆
・
焦
山
・
馬
落
孔
の
一
一
一



路
よ
り
兵
を
進
め
た
。
谷
隆
よ
り
進
ん
だ
一
除
は
岩
底
葉
・
冗
把
案

.
桑
打
塞
・
嬬
架
察
・
桐
林
，案
・
大
谷
隆
案
・
小
谷
隆
案
等
を
卒
定

し
、
焦
山
よ
り
進
ん
だ
-一
除
は
焦
山

・
竹
林
開
口
を
占
め
長
案
を
卒

定
し
た
。
，
次
い
で
十
三
日
兵
を
進
め
て
、
者
貢
・
羊
城
豆
等
の
案
を

攻
躍
し
た
。
こ
の
時
頭
目
阿
草
・
阿
紀
・
阿
吃
等
が
降
伏
し
、
川
飯

王
有
品
開
・
李
嵩
山
・
揚
世
臣
・
陳
腔
申
等
並
び
に
李
奇
の
妻
妾
、
苗

民
で
は
頭
目
の
李
寅
・
阿
乃
・
紳
保
等
及
び
苗
の
男
女
・
武
器
等
を

奪
獲
し
た
。
し
か
し
な
お
こ
の
蹴
の
首
謀
者
で
あ
る
川
販
李
奇
及
び

苗
の
阿
揚
・
阿
携
等
は
降
伏
し
て
い
な
い
ゆ
特
に
李
奇
は
そ
め
妻
妾

の
一
一
言
に
よ
る
と
四
川
に
競
っ
た
模
様
な
の
で
、
各
地
に
警
戒
を
依
頼

す
る
と
共
に
、

一
方
で
は
頑
強
に
抵
抗
す
る
苗
民
の
勤
撫
に
努
め
た
。

六
月
二
十
八
日
阿
携
肇
獲
の
報
が
入
り
、
・
次
い
で
七
月
十
一
日
阿
掛

も
捕
え
ら
れ
た
と
の
報
あ
り
、
略
主
苗
地
は
卒
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
間
官
兵
四
千
名
、
土
丘
二
千
五
十
一
名
が
動
員
さ
れ
、
三

十
六
案
を
攻
破
し
、
二
十
一
案
を
招
撫
し
た
が
、
そ
の
数
は
五
百
儀

戸
、
二
千
品
駄
目
で
あ
り
、
熱
田
五
千
八
百
徐
畝
、
熟
地
一
高
四
千
五

百
徐
畝
、
荒
地
九
千
六
百
徐
畝
を
査
出
し
た
。
そ
し
て
大
湾
弓
七
十

三
張
、
箭
筒
十
一
箇
、
箭
三
筒
、

万
二
十
七
把
、
皮
益
二
十
一
頂
、
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皮
甲
二
十
七
身
、
標
十
二
梓
を
獲
た
。

つ
い
で
八
月
七
日
、
李
奇
も
怯
里
地
方
に
お
い
て
、
兵
丁
王
起
元

な
る
も
の
に
捉
ま
っ
た
。
文
郭
爾
泰
は
十
月
四
日
雲
南
を
裂
し
、
二

十
一
日
貴
陽
に
あ
る
貴
州
省
城
に
い
た
り
、
定
番
州

・
威
遠
、
市

・
谷

隆
闘
を
経
て
五
日
後
に
長
案
に
赴
き
、
数
十
の
小
葉
を
招
撫
し
、
宗

角
・
贋
順
州
を
通
っ
て
貴
陽
に
蹄
っ
た
。
こ
の
時
各
案
を
捜
査
し
て
、

大
湾
弓
四
千
二
百
十
七
張
、
箭
筒
三
千
四
百
五
十
七
箇
、
繋
箭
三
官円

除
矢
、
環
万
五
百
六
十
一
把
、
排
万

一
百
六
十
九
把
、
雑
万
八
十
四

把
、
皮
益
七
十
六
頂
、
皮
甲
三
千
八
身
、
棉
甲
十
四
身
、
標
四
百
六

十
二
梓
、
交
鎗
二
門
を
得
た
。

- 91ー

さ
て
郭
爾
泰
が
狩
商
卒
定
後
上
奏
し
、
潅
正
五
年
三
月
三
日
兵
部

の
議
覆
を
鰹
た
の
は
次
の
十
ケ
僚
で
あ
っ
た
。

一
、
長
案
等
の
狩
商
の
中
、
未
だ
獲
ざ
る
の
人
犯
が
自
首
し
来
っ

た
時
、
及
び
脅
か
さ
れ
て
附
和
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
赦
し

て
や
る
。

て
苗
民
の
本
年
の
正
賦
は
割
免
す
る
。

一
、
婦
案
の
酋
民
に
は
月
毎
に
糧
三
斗

・
盟
六
爾
を
絵
し
、
耕
種

に
力
な
き
者
に
は
持
種
を
給
す
。
未
だ
婦
案
せ
ざ
る
者
は
薙
正

四
年
一
月
を
限
と
し
、
限
を
違
え
て
輔
ら
ぬ
者
の
回
土
は
兵
才

に
分
賞
す
る
。
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一
、
苗
民
で
地
畝
の
侵
占
を
受
け
た
も
の
は
、
各
主
四
至
を
は
っ

き
り
と
し
て
、
官
が
印
信
を
給
し
て
永
遠
に
承
襲
せ
し
む
。

一
、
紳
商
は
姓
氏
の
同
じ
者
多
く
匝
別
し
難
い
か
ら
、
各
主
租
姓

に
照
し
戸
口
清
冊
を
作
り
、
保
甲
を
立
て
、
本
姓
の
分
ら
ぬ
者

は
姓
を
作
っ
て
稽
察
に
便
に
す
る
。

て
苗
民
は
数
寸
の
小
刀
以
外
は
、
武
器
を
細
川
び
る
こ
と
を
禁
ず

る
一
、
管
内
の
兵
丁
は
禾
苗
を
践
踏
し
、
騒
援
を
惹
起
し
て
は
な
ら

な
い
。
該
、
市
の
文
武
官
弁
が
、
兵
丁
を
監
督
で
き
な
い
場
合
、

溺
職
の
例
に
照
し
て
治
罪
す
る
。

一
、
長
案
に
は
既
に
武
官
が
駐
割
し
て
い
る
が
、
文
官
一
員
を
置

い
て
宣
識
化
導
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
り
、
貴
陽
府
同
知
を
移
駐

さ
せ
る
。

一
、
打
壊
案
は
竹
林
井
口
と
連
り
、
兇
苗
が
出
波
す
る
か
ら
、
こ

れ
ら
の
地
方
に
把
総
一
員
を
移
駐
さ
す
。

一
、
兇
苗
劫
殺
は
、
も
と
よ
り
三

・
五
の
塀
兵
の
能
く
檎
獲
し
う

る
所
で
な
い
か
ら
、
以
後
河
防
の
各
員
は
、

一
面
督
撫
提
鎮
に

報
告
し
、

一
面
兵
を
率
い
て
檎
撃
に
赴
き
、
所
獲
の
賊
犯
は
文

武
官
が
禽
同
し
て
審
究
す
る
。

以
上
が
狩
苗
卒
定
の
始
末
で
あ
る
が
、
苗
民
と
て
無
暗
矢
鱈
に
叛

刷
胤
を
起
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
何
等
か
の
原
因
が
存
し
た
筈

で
あ
る
。
既
に
川
販
の
教
唆
の
あ
っ
た
こ
と
に
は
燭
れ
た
が
、
そ
の

外
に
も
、
次
の
上
識
が
示
す
よ
う
に
土
官
ら
の
不
法
行
鯖
も
原
因
の

一
と
な
っ
て
い
る
。
則
ち
薙
正
帝
は
二
年
五
月
十
九
日
四
川
・
陳
西

湖
底
・
贋
東
・
贋
西
・
雲
南
・
貴
州
の
督
撫
提
鎮
に
上
識
を
下
し
、

「
土
司
は
法
紀
を
知
る
こ
と
少
く
、
所
属
の
土
民
へ
の
科
涯
は
有

司
徴
収
の
正
供
に
倍
す
る
有
様
で
、
甚
し
き
は
馬
牛
を
取
り
、
子

-92 -

女
を
奪
う
に
至
る
。
し
か
も
土
司
に
敢
て
恋
皐
を
な
さ
し
む
る
の

は
漢
姦
の
指
使
に
か
か
る
所
が
多
い
。
以
後
督
撫
鎮
臣
は
所
属
の

土
官
を
巌
勧
し
、
漢
姦
を
・
究
擬
し
て
、
朕
の
子
の
如
く
元
元
を
葱

む
至
意
に
副
え
。
」

と
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
漢
姦
の
指
使
・
土
官
の
不
法
を
見
な
が
ら
、

嘗
時
の
商
彊
の
事
情
を
瞥
見
し
た
い
。

四

苗
族
が
範
を
起
し
た
場
合
に
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
見
出
さ
れ

る
言
葉
に
「
漢
姦
生
事
」
な
る
語
が
あ
る
。
狩
苗
の
凱
に
お
い
て
も



そ
れ
は
例
外
で
あ
り
得
な
い
、
が
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
狩
苗
の

場
合
に
は

行川
版
」
の
示
顕
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
川
販

と
は
こ
れ
を
文
字
通
り
解
四
律
す
れ
ば
、
四
川
省
の
商
人
と
い
う
意
味

で
、
そ
こ
に
は
何
等
、
特
別
に
悪
事
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
意

味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
貴
州
省
に
は
川
省
か
ら
だ
け
で
な
く
、

楚
省
か
ら
も
与
省
か
ら
も
商
人
は
入
り
込
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
地
は
元
来
物
産
豊
富
な
地
で
は
な
い
。
米
の
産
出
額
は
多
く
な
い

し
、
盤
は
川
聾
・
准
瞳
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
衣
服
の
材
料
に
も
恵

ま
れ
て
い
る
地
で
は
な
い
。
僅
に
木
材

・・桐
油

・
枠
謹
線
、
後
に
は

阿
片
が
多
く
産
出
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
貴
州
布
政
使
今
睦
虞

東
巡
撫
郭
爾
達
の
八
年
七
月
七
日
の
摺
に
は

「
民
間
地
は
も
と
盟
を
産
出
せ
ず
、

日
用
は
皆
、
川
浩
の
盟
に
た
よ

る
が
、
債
値
は
甚
だ
た
か
い
。
そ
こ
で
、
苗
民
は
多
く
淡
を
食
す

る
あ
り
、
そ
の
上
布
鳥
も
有
る
こ
と
鮮
し
」

333 

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
他
省
か
ら
荷
人
が
多
く
の
物
資

を
持
っ
て
、
入
り
込
ん
で
来
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
封

し
貴
州
省
か
ら
は
樹
木

・
棉
花
・
白
蟻
等
が
移
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
高
其
俸
・
毛
文
鮭

・
越
坤
の
三
名
が
合
同
で
上
し
た
摺
奏
に
、

「
古
州
八
蔦
の
地
は
稲
田
甚
だ
多
く
、
白
蟻
・
桐
油
・
棉
花
及
び

各
種
の
木
植
を
出
し
ま
す
。
河
が
そ
の
中
を
流
れ
、
下
は
湖
演
の

上
は
貴
州
の
重
安
江
に
通
じ
て
お
り
ま

洪
江
口
(
湖
南
省
洪
口
)
、

す
。
楚
の
民
は
盟
や
紬
な
ど
を
載
せ
て
来
り
、
白
搬
や
棉
花
と
交

換
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
地
の
住
民
は
、
商
人
が
無
暗
に
入
っ
て

く
る
の
を
許
さ
ず
、
文
苗
族
自
ら
が
漢
人
の
村
落
に
出
か
け
て
い

く
こ
と
も
好
ま
な
い
よ
う
で
す
。
線
頭
目
は
紀
綿
と
い
い
、
そ
の

下
の
耕
事
の
大
頭
目
は
二
人
で
、
金
悶
・
金
勾
と
い
い
、
そ
の
徐

の
小
頭
目
は
甚
だ
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
L

と
述
べ
て
い
る
o'

こ
の
よ
う
な
商
人
が
首
民
を
指
使
し
て
悪
事
を
な

す
に
い
た
ら
し
む
る
場
合
、
そ
れ
は
「
漢
好
生
事
」
な
の
で
あ
っ
て
、

'幻

「
号
版
」
云
よ
と
い
っ
た
よ
う
弘
語
は
見
嘗
ら
な
?

あ
ま
り
「
楚
販
」

い
よ
う
で
あ
る
。
然
る
に
四
川
商
人
の
場
合
に
の
み
何
故
「
川
販
」

と
し
て
特
に
注
意
さ
れ
か
と
い
う
に
、
思
う
に
彼
等
が
人
身
買
買
を

一
健
四
川
に
は
古
く
漢
代
か
ら
、
附

近
の
曲
賞
族
所
調
西
南
夷
を
奴
隷
と
し
、
奴
隷
市
場
を
設
け
て
貰
買
を

行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

行
っ
て
い
る
が
、
清
朝
に
て
も
例
え
ば
落
正
困
年
六
月
四
日
の
四
川

巡
撫
法
敏
の
摺
に
見
る
如
き
有
様
で
あ
っ
た
。

「
四
川
は
地
各
省
に
接
し
、
並
に
土
司
に
連
っ
て
お
り
ま
す
。
利

金
を
濁
占
す
る
姦
徒
が
お
り
ま
し
て
、
仲
間
を
山
簿
僻
鹿
に
糾
合
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し
ま
し
て
、
往
来
の
男
女
、
樵
採
の
見
女
を
見
ま
す
と
、
そ
れ
を

つ
か
ま
え
て
買
り
飛
ば
し
ま
す
。
こ
の
悪
習
が
風
を
成
し
殊
に
痛

恨
す
べ
き
こ
と
で
こ
ぎ
い
ま
す
。
」

こ
う
し
た
四
川
の
人
買
い
商
人
が
荷
彊
に
入
っ
て
、
前
民
を
捉
え
て

い
た
の
で
特
に
「
川
服
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
等
川
販
は

苗
民
と
結
託
し
、

人
を
捕
え
こ
れ
を
四
川
に
つ
れ
て
行
っ
て
高
く
貰

る
。
勿
論
そ
の
手
引
を
し
た
苗
民
は
幾
ら
か
の
割
前
を
受
く
る
の
で

あ
ろ
う
が
、

そ
の
利
に
釣
ら
れ
て
苗
民
は
争
っ
て
川
販
の
下
に
走
り
、

更
に
は
苗
民
同
志
が
互
い
に
そ
れ
が
原
因
で
殺
し
合
い
を
し
、
苗
民

の
報
酬
官
の
風
を
一
一
層
か
き
立
て
商
地
は
盆
主
飢
さ
れ
て
い
っ
た
。
文
、

川
販
は
そ
の
組
織
は
極
め
て
緊
密
で
、
こ
れ
を
捕
え
る
の
は
随
分
厄

介
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
、
都
爾
泰
及
び
高
其
俸
は
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

「
貴
州
諸
苗
の
中
、
狩
家
は
固
よ
り
最
も
頑
悪
で
あ
り
ま
す
が
、

か
す
め
と

そ
の
他
の
商
も
亦
鎗
っ
た
り
、
殺
し
た
り
す
る
事
が
多
う
ご
、
ざ
い

ま
す
。
人
は
多
く

『
商
は
性
質
と
し
て
讐
を
記
し
、
殺
を
噌
む
か

ら
で
あ
る
』
と
い
い
ま
す
が
、
私
が
考
え
ま
す
に
、
皆
、
利
を
聞

る
こ
と
か
ら
起
る
よ
う
で
、
そ
の
復
舗
も
貧
利
に
か
こ
つ
け
て
起

り
、
暗
殺
も
亦
理
由
が
あ
る
の
で
、
財
を
得
ん
と
欲
す
る
か
ら
で

一
位
、
他
人
の
銀
物
が
自
に
入
る
と
悪
心
が
生
じ
、
こ
れ
を

奪
い
と
ら
ね
ば
納
り
ま
せ
ん
。
た
だ
貴
州
で
は
、
民
は
一
般
に
貧

す
。

し
く
、
奪
う
べ
き
銀
物
は
誰
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

~』J
」
岡
山
間
吋
礼

J
J
J
/
皐
小
石
ト
ル

の
一
節
が
質
に
生
前
に
捨
殺
の
心
を
起
さ
す
の
で
す
。
貴
州
は
四

川
と
境
を
接
し
て
い
ま
す
が
、
四
川
で
は
人
の
慣
が
頗
る
高
く
、

川
販
は
往
々
貴
州
の
土
提
に
帰
託
し

文
諸
苗
と
結
托
し
、
人
口

を
細
掠
せ
し
め
、
互
い
に
授
受
し
、
縛
々
と
し
て
利
を
獲
、
諸
苗
は

争
っ
て
こ
れ
に
従
っ
て
お
り
ま
す
。
L

(

高
其
俸

二
年
十
一
月
十
日
)

「
需
省
の
大
窓
口
は
、
陽
悪
は
苗
裸
よ
り
甚
し
き
は
な
く
、
陰
悪
は

- 94ー

漢
姦
・

川
版
よ
り
甚
し
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
:
:
:
百
姓
を
虐
す
る

者
は
苗
裸
で
あ
り
、
首
相
慨
を
助
け
る
者
は
漢
姦
で
、
商
掴
怖
を
虐
す

る
者
も
漢
姦
で
あ
り
ま
す
。

川
販
に
至
つ
て
は
漢
姦
の
腐
で
、
商

課
と
ぐ
る
に
な
り
、
専
ら
男
女
を
細
略
す
る
の
を
事
と
し
、
貴
州

で
は
版
賀
に
使
で
な
く
、

か
つ
債
を
得
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、

こ
れ
を
他
省
に
寅
り
ま
す
が
、
四
川
は
人
の
値
が
高
い
の
で
、
四

川
に
行
っ
て
賀
る
の
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
往
来
や
放
宿
に
は
牢

ば
苗
薬
を
用
い
、
泊
路
に
は
臆
れ
家
が
あ
り
、
官
憲
を
逃
れ
、
漢

夷
の
消
息
に
遁
輸す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
貫
に
一
味
の
連
絡
は
、

緊
密
で
、
捜
索
す
る
に
方
法
も
あ
り
ま
せ
ん
。
濁
り
漢
人
の
丁
口



を
捕
え
る
だ
け
で
な
く
、
亦
苗
族
の
男
婦
を
も
拐
か
し
て
お
り
ま

す
。
」
(
甥
爾
泰

四
年
八
月
六
日
)

務
正
二
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
狩
苗
卒
定
は
、

一
面
川
販
の

味
を
徹
底
的
に
捜
査
す
る
こ
と
も
品
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
郭
爾
泰

l主

「
頑
苗
を
討
つ
の
名
に
借
り
て
、
川
販
を
捜
す
の
計
を
な
す
。
」

と
も
い
っ
て
い
る
。

な
お
、
首
民
に
は
右
の
人
身
貰
買
と
は
多
少
趣
き
を
異
に
し
た
、

人
や
家
畜
を
捉
え
、
身
の
代
'金
を
梯
っ
て
璃
わ
せ
る
風
習
が
あ
っ
た
。

尤
も
川
版
は
或
は
そ
う
し
た
風
習
に
目
を
つ
け
た
の
か
も
知
れ
な
い

が
。
さ
て
そ
れ
は
高
其
俸
の
川
肢
を
奏
し
た
摺
中
に
見
え
る
。
則
ち

「
人
と
人
と
讐
あ
り
、
或
は
人
の
指
す
る
所
と
な
り
、
己
が
身
カ

弱
く
報
復
で
き
な
い
場
合
に
、

一
有
力
の
家
を
尋
ね
、
或
は
人
を

奪
い
、
或
は
牲
畜
を
掠
め
、
標
紙
を
挿
ん
で
、
理
由
を
説
明
し
、

そ
の
家
を
し
て
代
り
に
報
復
せ
し
め
、
或
は
噴
取
さ
せ
て
、
然
る

後
、
其
の
掠
め
た
も
の
を
返
す
。
」

と
い
う
「
肇
白
放
黒
」
な
る
習
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
嫁
摘
の
媒
L

(

貴

州
通
志
巻
七
苗
副
賞
)
と
も
さ
れ
る
が
、
「
生
計
と
な
す
」
(
郡
爾
泰

四
年
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十
一
月
十
五
日
)
と
す
る
方
が
寅
情
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

市
し
て
貴
州
で
は
軍
隊
ま
で
が
、
捕
虜
と
な
っ
た
時
を
慮
っ
て
そ

の
購
金
を
出
し
あ
っ
て
、
積
み
立
て
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
即
ち
薙

正
帝
が
貴
州
巡
撫
毛
文
金
の
二
年
五
月
十
四
日
の
奏
に
輿
え
た
株
批

中

「
聞
く
に
貴
州
で
は
苗
種
一
な
ら
ず
、
狩
家
苗
は
最
も
兇
狼
な
り

と
。
近
年
内
地
勾
頑
の
人
民
は
、
往
々
彼
の
巣
穴
に
入
り
込
み
、

ぐ
る
と
な
っ
て
事
を
起
し
、
私
讐
に
報
復
し
て
い
る
。
し
か
も
管

伍
の
中
で
は
、
常
に
金
銭
を
公
擁
し
て
以
て
兵
丁
を
頭
取
す
る
費

用
に
備
え
て
い
る
と
い
う
。
つ
い
に
こ
の
よ
う
な
笑
う
べ
き
事
を

な
し
て
、
ど
う
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
」

-95 -

と
見
え
る
。

以
上
で
漢
姦
・
川
販
に
つ
い
て
移
り
、
次
に
地
方
官
、
土
官
の
不

法
に
移
り
た
い
。

五

苗
蹴
の
場
合
、

「
漢
姦
生
事
」
と
並
ん
で
瀕
出
す
る
の
が
「
弁
員

需
索
生
事
所
致
」
と
か
「
育
役
中
飽
生
事
所
致
」
と
か
い
う
言
葉
で

あ
る
。
清
朝
官
吏
の
不
法
に
よ
り
苗
民
は
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
薙

正
帝
は
法
敏
が
四
年
三
月
十
七
日
の
摺
で
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「沿
港
弁
員
が
需
索
擾
累
し
、
事
端
を
生
ず
る
に
致
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。」

と
い
っ
た
の
に
封
し

「
朕
お
も
う
に
番
夷
苗
裸
の
雑
慮
せ
る
省
分
で
、
若
し
よ
く
文
武

弁
員
を
し
て
清
正
自
持
せ
し
め
、
総
豪
も
少
利
を
取
ら
ざ
ら
し
む
れ

ば
、
彼
に
お
い
V

て
事
無
き
こ
と
を
保
す
ベ
し
。
こ
れ
本
を
探
し
、
源

を
尋
ぬ
る
の
上
策
で
あ
る
。
カ
を
喝
し
こ
れ
を
勉
め
よ
。
L

と
株
批
し
て
い
る
。

」
の
場
合
、
官
役
は
直
接
苗
民
か
ら
取
り
上
げ
こ
と
も
あ
る
し
、

第
三
節
の
最
後
に
事
げ
た
上
識
の
如
く
、
官
役
が
土
官
と
結
托
し
て

首
民
に
首
た
る
場
合
、
或
は
土
官
が
己
に
課
せ
ら
れ
た
負
携
を
、
更

に
自
分
の
配
下
に
割
り
附
け
る
な
ど
、
種
々
な
形
陸
を
取
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
の
上
苗
民
は
こ
う
し
た
官
吏
の
貧
利
と
は
別
に
、
部
落
内

の
有
力
者
か
ら
匪
迫
を
蒙
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
そ
う
し
た
事
例
を
二

-
三
拾
っ
て
見
ょ
う
。

例
え
ば
雲
南
省
挑
安
府
大
挑
麻
所
属
の
の
宜
却
・
十
馬
地
方
で
は
、

土
同
知
高
厚
徳
の
租
(
租
?
)
高
喬
映
が
呉
逆
(
英
三
桂
)

の
川
東

道
と
な
っ
た
時
か
ら
侵
占
を
行
っ
て
い
た
が
、
高
厚
徳
に
至
り
、
文

流
官
に
賄
賂
を
塗
っ
て
地
方
の
銭
糧
を
管
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
、

康
照
四
十
七
年
進
京
の
費
用
と
絡
し
て
銀
五
千
雨
を
科
汲
し
、
支
梯

い
得
ダ
」
る
も
の
か
ら
は
民
間
を
波
収
し
て
い
た
。

(
高
其
俸

三
年
十

二
月
二
日
)

文
雲
南
阿
迷
州
の
土
知
州
李
廷
正
は
、
銭
糧
を
代
催
す
る
と
稽
し

(
こ
れ
を
土
催
と
い
っ
た
ら
し
い
)
賓
は
人
民
に
正
額
の
銀
米
一
倍

を
賀
興
し
、
三
倍
を
硬
収
し
此
の
外
時
に
従
い
事
に
随
い
科
渡
し
、

頭
人
を
用
い
て
夷
戸
を
虐
害
し
た
。
李
純
に
代
っ
て
よ
り
涯
累
は
い

よ
い
よ
多
く
な
っ
た
。

(官同
其
俸

三
年
二
月
十
二
日
)

其
の
外
一
般
的
な
事
情
と
し
て
、
土
司
承
襲
の
際
の
阻
規
が
あ
る
。
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「
雲
貴
爾
省
の
土
司
の
承
襲
に
は
、
皆
規
躍
が
あ
り
ま
す
。
上
下

の
各
役
所
で
は
、
往
主
願
書
の
あ
や
ま
り
に
名
を
借
り
、
叡
査
と
稽

し
て
需
索
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
故
に
事
は
多
く
遅
滞
し
、
土
司
も

亦
嘗
h
ノ
前
の
こ
と
と
思
い
、
常
に
頭
人
を
遺
し
て
提
謹
と
、
通
じ
合
い
、

賄
賂
を
迭
っ
て
お
り
ま
す
。
経
年
省
城
に
居
住
し
、
打
幹
と
名
ず
け
、

費
す
所
の
銀
銭
は
二
倍
・
三
倍
と
な
り
、
こ
れ
を
夷
民
に
わ
り
つ
け

る
た
め
、
夷
民
の
苦
累
は
内
地
の
百
姓
に
較
べ
る
と
甚
だ
し
い
も
の

が
あ
り
ま
す
ο

私
は
こ
の
種
の
情
形
を
目
撃
し
、
土
司
の
阻
規
は
裁

革
を
行
い
、
属
員
の
需
索
は
遁
く
巌
禁
い
た
し
ま
し
た
。
」

高
其
俸
は
元
年
九
月
二
十
日
の
摺
で
右
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
韓



良
輔
の
五
年
八
月
十
九
日
の
摺
を
見
る
と
、
澗
城
土
知
府
与
映
震
の

襲
織
の
際
に
は
、

「
凶
今
映
震
は
父
の
故
智
に
倣
い
、
毎
亭
に
承
襲
銀
一
百
六
十
両
・

婚
喪
銀
八
南
を
涯
し
、
百
二
十
九
亭
必
ず
よ
り
、
銀
二
寓
品
開
南
を
得

た
」

と
見
え
、
官
に
謝
す
る
規
躍
を
名
と
し
て
領
民
に
科
涯
を
行
っ
た
の

で
あ
る
。

さ
て
次
に
は
、
土
官
や
頭
人
等
の
有
力
者
が
苗
民
を
座
迫
す
る
こ

と
に
つ
い
て
燭
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
貼
に
闘
し
て
は
、
嘗
時

の
常
国
族
の
内
部
構
造
の
問
題
と
併
せ
て
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い

の
で
、
こ
こ
に
は
そ
の
概
略
を
述
べ
て
、
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
す
る
。

苗
族
は
大
佳
山
聞
の
険
要
な
所
に
、
部
落
を
作
っ
て
住
ん
で
い
た

が
、
そ
れ
は
「
案
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
案
は
お
お
む
ね
、
濠
を
堀

グ
、
竹
木
で
垣
を
廻
ら
し
、
防
備
を
巌
重
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

而
し
て
こ
の
案
は
第
三
節
に
「
五
十
七
案

・
五
百
徐
戸
・

三
千
徐

口
」
と
見
え
る
如
く
、
一
案
に
は
卒
均
五
J
十
戸
(
一
戸
は
約
五
J
六

人
)
よ
り
成
っ
て
お
り
(
郭
爾
泰
の
五
年
六
月
二
十
七
日
・
十
二
月

十
三
日
の
「
向
化
生
苗
請
附
版
園
」
の
摺
に
は
か
な
り
詳
細
に
、
察
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内
戸
口
の
数
字
が
事
げ
て
あ
る
。
そ
の
他
岳
超
龍
の
十
年
一
月
二
十

八
日
の
摺
、
馬
舎
伯
の
六
年
二
月
十
七
日
の
摺
が
参
考
と
な
る
)
こ

れ
ら
の
案
が
幾
十
と
な
く
集
っ
て
土
官
以
下
に
率
い
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

彼
等
は
概
ね
農
を
業
と
し
て
い
た
が
、
住
地
の
環
境
等
か
ら
考
え

て
、
徐
り
豊
欝
な
地
と
も
考
え
ら
れ
な
い
し
、
面
積
も
貰
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
第
三
節
に
も
見
た
よ
う
に
、

「
五
百
儀
戸
・

一
↓
千
絵
口
」
に
謝
し
て
「
熱
田
五
千
絵
畝
・
熱
地
一
篤
四
千
五
百
徐

畝

・
荒
地
九
千
六
百
徐
畝
」
と
い
う
朕
態
で
あ
る
。
そ
の
上
、
農
耕

技
術
も
低
く
「
万
耕
火
種
」
の
原
始
的
焼
畑
農
法
で
、

一
つ
の
土
地
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は
三
・
四
年
経
て
ば
棄
て
ら
れ
て
荒
地
と
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
栽

培
穀
物
も
、
稲
は
少
く
、
芝
蔵
・
郡
安
豆
・
蕎
奏
等
の
雑
穀
類
が
多
か

っ
た
。
な
お
沼
地
に
は
魚
池
を
設
け
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。

酋

防
備
覧
)

さ
て
苗
族
は
世
襲
の
土
官
に
率
い
ら
れ
て
い
た
が
、
土
官
の
下
に

は
頭
人
・
頭
目
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
し
て
い
た
。
第
四
節
に

引
い
た
高
其
俸
等
の
摺
に
は
線
頭
目
(
一
名
)
・
大
頭
目
(
二
名
)
・

小
頭
目

(
多
数
)
と
い
う
段
階
の
あ
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、

ω

ω

ω

品
川

ω

そ
の
外
に
土
舎
・
土
目
'
舎
把
・
土
百
官
・
供
頭
・
版
目
・
所
目
・

苗
目
等
々
の
語
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
、
小
は
鰍
案
か
ら
大
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は
数
十
案
を
統
轄
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
案
に
は
案

長
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
苗
防
備
覚
)
。

そ
し
て
こ
れ
ら
頭
目
が
兎

も
す
れ
ば
、
土
官
を
排
除
し
て
、
賞
質
上
の
権
力
者
と
な
り
、
移
に
は

土
腐
の
公
団
を
も
自
己
の
有
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
(
韓
良

輔
五
年
十
二
月
九
日
・
孔
徽
均

八
年
一
月
十
三

ハ
年
二
月
六
日
・
酬
明
爾
泰

日
等
)
。
今
、
土
層
の
公
団
と
一
言
っ
た
が
土
官
に
は
公
団
・
官
回
・
官

荘
等
と
呼
ば
れ
る
団
地
が
あ
っ
た
。
ま
た
族
回
・
役
回
な
ど
も
あ
り

六
年
二
月
六
日
)
こ
の
外
に
私
回
も
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。

(
孔
銑
殉

」
れ
ら
の
団
地
に
は
勿
論
、
無
力
の
苗
民
が
使
役
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
最
如
煙
の

『
苗
防
備
賢
』
巻
八
風
俗
に

「
苗
案
中
の
富
民
の
貸
付
け
は
、
利
息
が
甚
だ
大
き
く
、
銭
一
千

-
穀
一
石
は
一
・
一
一
年
の
聞
に
利
息
を
加
え
て
数
倍
に
至
り
、
償

還
が
出
来
な
く
な
り
、

団
地
を
取
ら
れ
、
そ
の
団
地
を
佃
耕
し
た

り
、
他
の
田
地
に
入
っ
て
佃
耕
し
、
そ
の
役
使
に
ま
か
す
:
:
:
」

(
小
方
萱
驚
輿
地
叢
妙
所
収
の
『
苗
担
風
俗
考
』
に
も
同
文
が
あ
る
。
)

と
見
え
る
。
苗
民
は
概
ね
こ
れ
ら
の
土
目
に
率
い
ら
れ
て
行
動
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
落
正
初
期
に
起
っ
た
狩
家
苗
の
凱
を
取
り
上
げ
て
、
狩
家

首
の
性
格
、
凱
の
経
緯
、
漢
姦
川
販
と
の
関
係
、
官
吏
の
科
涯
・
需

索
な
ど
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
関
係
資
料
を
充
分
に
見
壷
し
た
と
も

言
え
ず
、
甚
だ
蕪
雑
な
小
論
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
同
拳
の
方
よ

の
批
判
を
得
て
他
日
の
補
正
を
期
し
た
い
。

註ω野
田
勢
次
郎
「
中
支
那
及
南
支
那
」
、
リ
ヒ
ト
ホ

1
フ
エ
ン
「
支
那
」

V

ω如
土
官
病
故
後
無
子
孫
可
以
承
制
捜
者
則
於
其
同
族
中
親
近
校
源
之
人
而
魚

土
人
素
所
信
服
者
報
部
請
承
襲
苗
掻
卒
民
謂
之
土
人
官
族
謂
之
土
舎
(
六

部
成
語
註
解
吏
部
)
と
も
土
司
中
排
事
之
舎
人
也
(
同
戸
部
)
と
も
見

え
る
。

ω土
番
中
之
頭
目
也
(
同
戸
部
)

ω土
合

之

首

領

也

(

同

同

)

同
武
官
で
口
問
秩
低
く
一
部
落
の
長
と
し
て
番
民
を
治
む
る
に
過
ぎ
な
い
も
の

(
消
園
行
政
法
巻
一
下
)
。

仙
川
似
顔
の
似
は
「
火
」
で
、
遁
奥
一
四
八
・
兵
に
見
え
る
「
五
人
気
烈
、
ニ

烈
魚
火
」
の
火
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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The Yung-cheng Ernperor's View of Confucianisrn， Buddhisrn 

and Taoisrn as a Single Unity 

$hunko Tsu，kamoto 

It is said that the emperor was versed in all Chinese learning， especially 

in the study of the len (Ch'an調)sect. The emperor， who called himself. 

Yuanming chu-shih 園明居士， stated that Confucianism， Buddhism and 

Taoism are single unity and that the essence of these， Hsing性、Hsin心，

Chung中 and1ー， were the same thnough the meditation of the Zen sect. 
The author thinks that such religious awakening of the emperor was the 

back-ground for his political ideology. 

On the Policies to Clean up the Tax-arrears (Min-chien民欠)‘

for the Yung・chengPeriod 

Hiroshi lwami， 

The amount of tax-arrears which had been rising .since the K'ang~hsi 

康照 periodhad come to be incalculable by the..tegining oI. the Yung~chê~~ 

period. They were divided into two categories: on the one handふtha，t
money which was falsely alledged to be unpaid by the戸ullectors，and..on 
the other， the debts which were truly unpaid. The Yung-cheng emperor tried 

to exempt people fron'l such debts first， then to have. them pay it on the 

installment plan. And when the arrears were compeletely paid by the 

fixed term， the emperor exenipted those who .paid' from the same amount 

of tax in the next term. This . policy of his served two ends， the one to 

make up the loss， and the other to show his. generOsity. 

On the Suppress of Ch'ing.・chia-rniao仲家苗

Naosada Kano 

The di伍cultiesof controIling the Mi.ao area inhabited by the Miao tribe 

(Miao-ch'iang苗彊)was a traditional. an:xiety of the chinese government. 

First， the Ch'ing dynasty had allowed them to govern themselves by appoint-
ing the .chieves Tu-kuan土官，following the 附田edentof、theMing dynasty. 

Then it changed its policy and adopted the Kai-tu・kuei-liu改土蹄流 policy

of ruling .by Chou-hsien州豚 'sysセem.This policy was pushed forward 

actively during the Yung-cheng period especiUy by E-erh・t'ai郭爾泰.The 

author tri白 todescribe this policy by analysing the most violent Miao tribe， 
Ch'ing・chia-miao'srebellion suppressed by E-erhーピai.
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